
議案第１３号 

 

   公民館運営審議会委員の委嘱について 

 次の者を公民館運営審議会委員に委嘱する。 

  ２０１９年（令和元年）６月１２日提出 

                         藤沢市教育委員会 

                          教育長 平 岩 多恵子 

１ 氏名等 

 

氏
ふり

 名
がな

 生年月日 住 所 
選出 

区分 

新任 

再任 

の別 

備考 

大久保
お お く ぼ

 政治
ま さ じ

 
  社会教育

関係者 

再任 藤沢地区 

 

吉田
よ し だ

 勉
つとむ

 
  社会教育

関係者 

再任 村岡地区 

田中
た な か

 章
あきら

 
  社会教育

関係者 

再任 鵠沼地区 

 

青木
あ お き

 純子
じゅんこ

 
  社会教育

関係者 

新任 六会地区 

落合
おちあい

 英雄
ひ で お

 
  社会教育

関係者 

再任 片瀬地区 

猪野
い の

 恭子
きょうこ

 
  社会教育

関係者 

新任 明治地区 

澁谷
し ぶ や

 幸代
ゆ き よ

 
  社会教育

関係者 

新任 御所見地

区 

飯島
いいじま

 富士男
ふ じ お

 
  社会教育

関係者 

新任 遠藤地区 

藤田
ふ じ た

 美
み

友
ゆ

紀
き

 
  社会教育

関係者 

再任 長後地区 

金子
か ね こ

 節子
せ つ こ

 
  社会教育

関係者 

再任 辻堂地区 

岡元
おかもと

 敏
さとし

 
  社会教育

関係者 

再任 善行地区 

山口
やまぐち

 洌
きよし

 
  社会教育

関係者 

再任 湘南大庭 

地区 



於
お

保
ほ

 ミチ子
み ち こ

 
  社会教育

関係者 

再任 湘南台地

区 

大島
おおしま

 昭彦
あきひこ

 

  学校教育

関係者 

新任 藤沢市立

中学校長

会 

田部井
た べ い

 由美
ゆ み

 

  学校教育

関係者 

新任 藤沢市立

小学校長

会 

新實
に い み

 正美
ま さ み

 
  学識経験

者 

再任 有識者 

三宅
み や け

 裕子
ゆ う こ

 
  学識経験

者 

再任 有識者 

窪田
く ぼ た

 園子
そ の こ

 
  家庭教育

関係者 

新任 公募 

清水
し み ず

 萬喜子
ま き こ

 
  社会教育

関係者 

新任 公募 

平井
ひ ら い

 史子
ふ み こ

  
  家庭教育

関係者 

新任 公募 

  

２ 任期 

  ２０１９年(令和元年)７月１日から２０２１年(令和３年)６月３０日まで 

 

 

提案理由 

 この議案を提出したのは，公民館運営審議会委員が２０１９年（令和元年）６月３

０日をもって任期満了となるため，社会教育法第３０条及び藤沢市公民館条例第４条

の規定により，新たに委員を委嘱する必要による。 

 

 

参 考 

 

 社会教育法 抜粋 

 （公民館運営審議会） 

第２９条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。 

２ 公民館運営審議会は，館長の諮問に応じ，公民館における各種の事業の企画実 

施につき調査審議するものとする。 



第３０条 市町村の設置する公民館にあつては，公民館運営審議会の委員は，当該 

市町村の教育委員会が委嘱する。 

 

 藤沢市公民館条例 抜粋 

 （運営審議会委員） 

第４条 法第２９条の規定により，公民館運営審議会（以下「審議会」という。） を

置く。 

２ 審議会の委員は，学校教育及び社会教育の関係者，家庭教育の向上に資する活 

動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。 

３ 審議会の委員の定数は，２０人以内とする。 

４ 審議会の委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

５ 特別の理由がある場合は，任期中でも解嘱することができる。 

６ 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 


